
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府

令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。

令和６年３月28日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県規則第14号

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内

閣府令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

（指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則の一部改正）

第１条 指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則（平成25年静岡県規則第17号）の

一部を次のように改正する。

改正前 改正後

目次

第１章・第２章 （略）

第３章 医療型児童発達支援

第１節 基本方針（第60条）

第２節 人員に関する基準（第61条・第62

条）

第３節 設備に関する基準（第63条）

第４節 運営に関する基準（第64条―第69

条）

第４章～第８章 （略）

附則

（用語の定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1) 通所給付決定保護者 児童福祉法（昭和

22年法律第164号。以下「法」という｡)第６

条の２の２第９項に規定する通所給付決定

保護者をいう。

(2) 指定障害児通所支援事業者等 法第21条

の５の３第１項に規定する指定障害児通所

支援事業者等をいう。

(3)～(9) （略）

(10) 法定代理受領 法第21条の５の７第11項

（法第21条の５の13第２項の規定により、

目次

第１章・第２章 （略）

第３章 削除

第４章～第８章 （略）

附則

（用語の定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1) 通所給付決定保護者 児童福祉法（昭和

22年法律第164号。以下「法」という｡)第６

条の２の２第８項に規定する通所給付決定

保護者をいう。

(2) 指定障害児通所支援事業者 法第21条の

５の３第１項に規定する指定障害児通所支

援事業者をいう。

(3)～(9) （略）

(10) 法定代理受領 法第21条の５の７第11項

（法第21条の５の13第２項の規定により、



同条第１項に規定する放課後等デイサービ

ス障害児通所給付費等の支給について適用

する場合を含む｡)の規定により通所給付決

定保護者に代わり市町村（特別区を含む。

以下同じ｡)が支払う指定通所支援に要した

費用の額又は法第21条の５の29第３項の規

定により通所給付決定保護者に代わり市町

村が支払う肢体不自由児通所医療に要した

費用の額の一部を指定障害児通所支援事業

者等が受けることをいう。

(11)・(12) （略）

(13) 多機能型事業所 第３条に規定する指定

児童発達支援の事業、第60条に規定する指

定医療型児童発達支援の事業、第70条に規

定する指定放課後等デイサービスの事業、

第79条の２に規定する指定居宅訪問型児童

発達支援の事業及び第80条に規定する指定

保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成18年厚生労働省令第171号。以下「指

定障害福祉サービス等基準命令」という｡)

第77条に規定する指定生活介護の事業、指

定障害福祉サービス等基準命令第155条に規

定する指定自立訓練（機能訓練）の事業、

指定障害福祉サービス等基準命令第165条に

規定する指定自立訓練（生活訓練）の事

業、指定障害福祉サービス等基準命令第174

条に規定する指定就労移行支援の事業、指

定障害福祉サービス等基準命令第185条に規

定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び指

定障害福祉サービス等基準命令第198条に規

定する指定就労継続支援Ｂ型の事業のうち

２以上の事業を一体的に行う事業所（指定

障害福祉サービス等基準命令に規定する

同条第１項に規定する放課後等デイサービ

ス障害児通所給付費等の支給について適用

する場合を含む｡)の規定により通所給付決

定保護者に代わり市町村（特別区を含む。

以下同じ｡)が支払う指定通所支援に要した

費用の額又は法第21条の５の29第３項の規

定により通所給付決定保護者に代わり市町

村が支払う肢体不自由児通所医療に要した

費用の額の一部を指定障害児通所支援事業

者が受けることをいう。

(11)・(12) （略）

(13) 多機能型事業所 第３条に規定する指定

児童発達支援の事業、第70条に規定する指

定放課後等デイサービスの事業、第79条の

２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援

の事業及び第80条に規定する指定保育所等

訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成18

年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福

祉サービス等基準命令」という｡)第77条に

規定する指定生活介護の事業、指定障害福

祉サービス等基準命令第155条に規定する指

定自立訓練（機能訓練）の事業、指定障害

福祉サービス等基準命令第165条に規定する

指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定障

害福祉サービス等基準命令第174条に規定す

る指定就労移行支援の事業、指定障害福祉

サービス等基準命令第185条に規定する指定

就労継続支援Ａ型の事業及び指定障害福祉

サービス等基準命令第198条に規定する指定

就労継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の事

業を一体的に行う事業所（指定障害福祉サ

ービス等基準命令に規定する事業のみを行

う事業所を除く｡)のことをいう。



事業のみを行う事業所を除く｡)のことをい

う。

第３条 児童発達支援に係る指定通所支援（以

下「指定児童発達支援」という｡)の事業は、

障害児が日常生活における基本的動作及び知

識技能を習得し、並びに集団生活に適応する

ことができるよう、当該障害児の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じ

て適切かつ効果的な指導及び訓練を行うもの

でなければならない。

第５条 （略）

２ （略）

３ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等

を置いた場合においては、当該機能訓練担当

職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に

含めることができる。

４ 前２項の規定にかかわらず、主として難聴

児を通わせる指定児童発達支援事業所には、

第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号

に掲げる従業者（第２項ただし書各号のいず

れかに該当する場合にあっては、第３号に掲

げる看護職員を除く｡)を置かなければならな

い。この場合において、当該各号に掲げる従

業者については、その数を児童指導員及び保

育士の総数に含めることができる。

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ご

とに４以上

(2) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに

必要な機能訓練を行う場合に限る｡) 機能

第３条 児童発達支援に係る指定通所支援（以

下「指定児童発達支援」という｡)の事業は、

障害児が日常生活における基本的動作及び知

識技能を習得し、並びに集団生活に適応する

ことができるよう、当該障害児の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じ

て適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併

せて治療（上肢、下肢又は体幹の機能の障害

のある児童に対して行われるものに限る。以

下同じ｡)を行うものでなければならない。

第５条 （略）

２ （略）

３ 前２項に掲げる従業者のほか、指定児童発

達支援事業所において、治療を行う場合に

は、医療法（昭和23年法律第205号）に規定す

る診療所として必要とされる数の従業者を置

かなければならない。

４ 第２項の規定に基づき、機能訓練担当職員

等を置いた場合においては、当該機能訓練担

当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数

に含めることができる。



訓練を行うために必要な数

(3) 看護職員（日常生活及び社会生活を営む

ために医療的ケアを恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場

合に限る｡) 医療的ケアを行うために必要

な数

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、主

として重症心身障害児を通わせる指定児童発

達支援事業所には、第１項各号に掲げる従業

者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かな

ければならない。この場合において、当該各

号に掲げる従業者については、その数を児童

指導員及び保育士の総数に含めることができ

る。

(1) 看護職員 １以上

(2) 機能訓練担当職員 １以上

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の

数を含める場合における第１項第２号アの児

童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児

童指導員又は保育士でなければならない。

７ 第１項第２号ア、第４項第１号及び次項の

指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支

援であって、その提供が同時に一又は複数の

障害児に対して一体的に行われるものをい

う。

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除

く｡)に規定する従業者は、専ら当該指定児童

発達支援事業所の職務に従事する者又は指定

児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童

発達支援の提供に当たる者でなければならな

い。ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、第１項第３号の栄養士及び同項第４号の

調理員については、併せて設置する他の社会

福祉施設の職務に従事させることができる。

５ 前項の規定により機能訓練担当職員等の数

を含める場合における第１項第２号アの児童

指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童

指導員又は保育士でなければならない。

６ 第１項第２号ア及び次項の指定児童発達支

援の単位は、指定児童発達支援であって、そ

の提供が同時に一又は複数の障害児に対して

一体的に行われるものをいう。

７ 第１項（第１号を除く｡)、第２項及び第４

項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発

達支援事業所の職務に従事する者又は指定児

童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発

達支援の提供に当たる者でなければならな

い。ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、第１項第３号の栄養士及び同項第４号の

調理員については、併せて設置する他の社会

福祉施設の職務に従事させることができる。

８ 第３項に規定する従業者は、専ら当該指定

児童発達支援事業所の職務に従事する者でな



９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは

家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携

型認定こども園に入園している児童と指定児

童発達支援事業所に通所している障害児を交

流させるときは、障害児の支援に支障がない

場合に限り、障害児の支援に直接従事する従

業者については、これら児童への保育に併せ

て従事させることができる。

（管理者）

第６条 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、

指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支

援に支障がない場合は、当該指定児童発達支

援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

させることができる。

（設備）

第８条 指定児童発達支援事業所（児童発達支

援センターであるものを除く｡)は、指導訓練

室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な

設備及び備品等を備えなければならない。

２ 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要

な機械器具等を備えなければならない。

３ （略）

第９条 指定児童発達支援事業所（児童発達支

援センターであるものに限る。以下この条に

おいて同じ｡)は、指導訓練室、遊戯室、屋外

遊戯場（指定児童発達支援事業所の付近にあ

る屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下

この項において同じ｡)、医務室、相談室、調

理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供

ければならない。ただし、障害児の支援に支

障がない場合は、障害児の保護に直接従事す

る従業者を除き、併せて設置する他の社会福

祉施設の職務に従事させることができる。

９ 前２項の規定にかかわらず、保育所若しく

は家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連

携型認定こども園に入園している児童と指定

児童発達支援事業所に通所している障害児を

交流させるときは、障害児の支援に支障がな

い場合に限り、障害児の支援に直接従事する

従業者については、これら児童への保育に併

せて従事させることができる。

（管理者）

第６条 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、

指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支

援に支障がない場合は、当該指定児童発達支

援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指

定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等

の職務に従事させることができる。

（設備）

第８条 指定児童発達支援事業所（児童発達支

援センターであるものを除く｡)は、発達支援

室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な

設備及び備品等を備えなければならない。

２ 前項に規定する発達支援室は、支援に必要

な機械器具等を備えなければならない。

３ （略）

第９条 指定児童発達支援事業所（児童発達支

援センターであるものに限る。以下この条に

おいて同じ｡)は、発達支援室、遊戯室、屋外

遊戯場（指定児童発達支援事業所の付近にあ

る屋外遊戯場に代わるべき場所を含む｡)、医

務室、相談室、調理室、便所及び静養室並び

に指定児童発達支援の提供に必要な設備及び



に必要な設備及び備品等を設けなければなら

ない。ただし、主として重症心身障害児を通

わせる指定児童発達支援事業所にあっては、

遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、

障害児の支援に支障がない場合は、設けない

ことができる。

２ 前項に規定する設備の基準は、次のとおり

とする。ただし、主として難聴児を通わせる

指定児童発達支援事業所又は主として重症心

身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所

にあっては、この限りでない。

(1) 指導訓練室

ア・イ （略）

(2) （略）

３ 第１項に規定する設備のほか、主として知

的障害のある児童を通わせる指定児童発達支

援事業所は静養室を、主として難聴児を通わ

せる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を

設けなければならない。

４ 第１項及び前項に規定する設備は、専ら当

該指定児童発達支援の事業の用に供するもの

でなければならない。ただし、障害児の支援

に支障がない場合は、併せて設置する他の社

会福祉施設の設備に兼ねることができる。

（利用定員）

第10条 指定児童発達支援事業所は、その利用

定員を10人以上とする。ただし、主として重

症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事

業所にあっては、利用定員を５人以上とする

ことができる。

備品等を設けなければならない。

２ 指定児童発達支援事業所において、治療を

行う場合には、前項に規定する設備（医務室

を除く｡)に加えて、医療法に規定する診療所

として必要な設備を設けなければならない。

３ 第１項に規定する設備の基準は、次のとお

りとする。

(1) 発達支援室

ア・イ （略）

(2) （略）

４ 第１項及び第２項に規定する設備は、専ら

当該指定児童発達支援の事業の用に供するも

のでなければならない。ただし、障害児の支

援に支障がない場合は、第２項に掲げる設備

を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の

設備に兼ねることができる。

（利用定員）

第10条 指定児童発達支援事業所は、その利用

定員を10人以上とする。ただし、主として重

症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事

業所（児童発達支援センターであるものを除

く｡)にあっては、利用定員を５人以上とする

ことができる。



（通所利用者負担額の受領）

第22条 （略）

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領

を行わない指定児童発達支援を提供した際

は、通所給付決定保護者から、当該指定児童

発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支

払を受けるものとする。

３～６ （略）

（通所利用者負担額に係る管理）

第23条 指定児童発達支援事業者は、通所給付

決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童

発達支援事業者が提供する指定児童発達支援

及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供

する指定通所支援を受けた場合において、当

該障害児の通所給付決定保護者から依頼があ

ったときは、当該指定児童発達支援及び当該

他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の

合計額（以下この条において「通所利用者負

担額合計額」という｡)を算定しなければなら

ない。この場合において、当該指定児童発達

支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当

該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所

利用者負担額合計額を市町村に報告するとと

もに、当該通所給付決定保護者及び当該他の

指定通所支援を提供した指定障害児通所支援

（通所利用者負担額の受領）

第22条 （略）

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領

を行わない指定児童発達支援を提供した際

は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払

を受けるものとする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定

児童発達支援に係る指定通所支援費用基準

額

(2) 治療を行う場合 前号に掲げる額のほ

か、当該指定児童発達支援のうち肢体不自

由児通所医療（食事療養（健康保険法（大

正11年法律第70号）第63条第２項第１号に

規定する食事療養をいう｡)を除く。以下同

じ｡)に係るものにつき健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法の例により算定し

た費用の額

３～６ （略）

（通所利用者負担額に係る管理）

第23条 指定児童発達支援事業者は、通所給付

決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童

発達支援事業者が提供する指定児童発達支援

及び他の指定障害児通所支援事業者が提供す

る指定通所支援を受けた場合において、当該

障害児の通所給付決定保護者から依頼があっ

たときは、当該指定児童発達支援及び当該他

の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合

計額（以下この条において「通所利用者負担

額合計額」という｡)を算定しなければならな

い。この場合において、当該指定児童発達支

援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該

他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利

用者負担額合計額を市町村に報告するととも

に、当該通所給付決定保護者及び当該他の指

定通所支援を提供した指定障害児通所支援事



事業者等に通知しなければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第24条 指定児童発達支援事業者は、法定代理

受領により指定児童発達支援に係る障害児通

所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決

定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に

係る障害児通所給付費の額を通知しなければ

ならない。

２ （略）

（指定児童発達支援の取扱方針）

第25条 指定児童発達支援事業者は、次条第１

項に規定する児童発達支援計画に基づき、障

害児の心身の状況等に応じて、その者の支援

を適切に行うとともに、指定児童発達支援の

提供が漫然かつ画一的なものとならないよう

配慮しなければならない。

２ （略）

３ （略）

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定に

より、その提供する指定児童発達支援の質の

評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げ

業者に通知しなければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第24条 指定児童発達支援事業者は、法定代理

受領により指定児童発達支援に係る障害児通

所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給

を受けた場合は、通所給付決定保護者に対

し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通

所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を

通知しなければならない。

２ （略）

（指定児童発達支援の取扱方針）

第25条 指定児童発達支援事業者は、第26条第

１項に規定する児童発達支援計画に基づき、

障害児の心身の状況等に応じて、その者の支

援を適切に行うとともに、指定児童発達支援

の提供が漫然かつ画一的なものとならないよ

う配慮しなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立

した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、障害児及び通所給付決定保護者の意

思をできる限り尊重するための配慮をしなけ

ればならない。

３ （略）

４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適

性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定

児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下

この条及び次条において同じ｡)の確保並びに

次項に規定する指定児童発達支援の質の評価

及びその改善の適切な実施の観点から、指定

児童発達支援の提供に当たっては、心身の健

康等に関する領域を含む総合的な支援を行わ

なければならない。

５ （略）

６ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定に

より、その提供する指定児童発達支援の質の

評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げ



る事項について、自ら評価を行うとともに、

当該指定児童発達支援事業者を利用する障害

児の保護者による評価を受けて、その改善を

図らなければならない。

(1)～(7) （略）

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年

に１回以上、前項の評価及び改善の内容をイ

ンターネットの利用その他の方法により公表

しなければならない。

（児童発達支援計画の作成等）

第26条 （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援

計画の作成に当たっては、適切な方法によ

る事項について、指定児童発達支援事業所の

従業者による評価を受けた上で、自ら評価

（以下この条において「自己評価」という｡)

を行うとともに、当該指定児童発達支援事業

者を利用する障害児の通所給付決定保護者

（以下この条において「保護者」という｡)に

よる評価（以下この条において「保護者評

価」という｡)を受けて、その改善を図らなけ

ればならない。

(1)～(7) （略）

７ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年

に１回以上、自己評価及び保護者評価並びに

前項に規定する改善の内容を、保護者に示す

とともに、インターネットの利用その他の方

法により公表しなければならない。

第25条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援

プログラム（前条第４項に規定する領域との

関連性を明確にした指定児童発達支援の実施

に関する計画をいう｡)を策定し、インターネ

ットの利用その他の方法により公表しなけれ

ばならない。

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推

進）

第25条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害

児が指定児童発達支援を利用することによ

り、地域の保育、教育等の支援を受けること

ができるようにすることで、障害の有無にか

かわらず、全ての児童が共に成長できるよ

う、障害児の地域社会への参加及び包摂（以

下「インクルージョン」という｡)の推進に努

めなければならない。

（児童発達支援計画の作成等）

第26条 （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援

計画の作成に当たっては、適切な方法によ



り、障害児について、その有する能力、その

置かれている環境及び日常生活全般の状況等

の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害

児の希望する生活並びに課題等の把握（以下

この条において「アセスメント」という｡)を

行い、障害児の発達を支援する上での適切な

支援内容の検討をしなければならない。

３ （略）

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント

及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付

決定保護者及び障害児の生活に対する意向、

障害児に対する総合的な支援目標及びその達

成時期、生活全般の質を向上させるための課

題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児

童発達支援を提供する上での留意事項その他

必要な事項を記載した児童発達支援計画の原

案を作成しなければならない。この場合にお

いて、障害児の家族に対する援助及び当該指

定児童発達支援事業所が提供する指定児童発

達支援以外の保健医療サービス又は福祉サー

ビスとの連携も含めて児童発達支援計画の原

案に位置付けるよう努めなければならない。

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援

計画の作成に当たっては、障害児に対する指

定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招

集して行う会議（テレビ電話装置その他の情

報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う｡)を活用して行うことができるものとす

る｡)を開催し、児童発達支援計画の原案につ

いて意見を求めるものとする。

り、障害児について、その有する能力、その

置かれている環境及び日常生活全般の状況等

の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害

児の希望する生活並びに課題等の把握（以下

この条において「アセスメント」という｡)を

行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度

に応じて、その意見が尊重され、その最善の

利益が優先して考慮され、心身ともに健やか

に育成されるよう障害児の発達を支援する上

での適切な支援内容の検討をしなければなら

ない。

３ （略）

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント

及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付

決定保護者及び障害児の生活に対する意向、

障害児に対する総合的な支援目標及びその達

成時期、生活全般の質を向上させるための課

題、第25条第４項に規定する領域との関連性

及びインクルージョンの観点を踏まえた指定

児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支

援を提供する上での留意事項その他必要な事

項を記載した児童発達支援計画の原案を作成

しなければならない。この場合において、障

害児の家族に対する援助及び当該指定児童発

達支援事業所が提供する指定児童発達支援以

外の保健医療サービス又は福祉サービスとの

連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置

付けるよう努めなければならない。

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援

計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊

重され、その最善の利益が優先して考慮され

る体制を確保した上で、障害児に対する指定

児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集

して行う会議（テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う｡)を活用して行うことができるものとす



６ （略）

７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援

計画を作成した際には、当該児童発達支援計

画を通所給付決定保護者に交付しなければな

らない。

８～10 （略）

（児童発達支援管理責任者の責務）

第27条 （略）

（指導、訓練等）

第29条 指定児童発達支援事業者は、障害児の

心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日

常生活の充実に資するよう、適切な技術をも

って指導、訓練等を行わなければならない。

２ （略）

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性

に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活

を営むことができるよう、より適切に指導、

訓練等を行わなければならない。

４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人以上

の従業者を指導、訓練等に従事させなければ

ならない。

５ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し

て、当該障害児に係る通所給付決定保護者の

負担により、指定児童発達支援事業所の従業

者以外の者による指導、訓練等を受けさせて

はならない。

る｡)を開催し、児童発達支援計画の原案につ

いて意見を求めるものとする。

６ （略）

７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援

計画を作成した際には、当該児童発達支援計

画を通所給付決定保護者及び当該通所給付決

定保護者に対して指定障害児相談支援（法第

24条の26第２項に規定する指定障害児相談支

援をいう｡)を提供する者に交付しなければな

らない。

８～10 （略）

（児童発達支援管理責任者の責務）

第27条 （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに

当たっては、障害児が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、障害児及

び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊

重するよう努めなければならない。

（支援）

第29条 指定児童発達支援事業者は、障害児の

心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日

常生活の充実に資するよう、適切な技術をも

って支援を行わなければならない。

２ （略）

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性

に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活

を営むことができるよう、より適切に支援を

行わなければならない。

４ 指定児童発達支援事業者は、常時１人以上

の従業者を支援に従事させなければならな

い。

５ 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し

て、当該障害児に係る通所給付決定保護者の

負担により、指定児童発達支援事業所の従業

者以外の者による支援を受けさせてはならな

い。



（通所給付決定保護者に関する市町村への通

知）

第34条 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援を受けている障害児に係る通所給付

決定保護者が偽りその他不正な行為によって

障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給

付費の支給を受け、又は受けようとしたとき

は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村

に通知しなければならない。

（定員の遵守）

第38条 指定児童発達支援事業者は、利用定員

及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発

達支援の提供を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある

場合は、この限りでない。

（安全計画の策定等）

第39条の２ （略）

２ （略）

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全

の確保に関して保護者との連携が図られるよ

う、保護者に対し、安全計画に基づく取組の

内容等について周知しなければならない。

４ （略）

（協力医療機関）

第41条 指定児童発達支援事業者は、障害児の

病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなければならない。

（利益供与等の禁止）

第48条 指定児童発達支援事業者は、障害児相

談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第５

条第18項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において

（通所給付決定保護者に関する市町村への通

知）

第34条 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援を受けている障害児に係る通所給付

決定保護者が偽りその他不正な行為によって

障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給

付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受

け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を市町村に通知しなけれ

ばならない。

（定員の遵守）

第38条 指定児童発達支援事業者は、利用定員

及び発達支援室の定員を超えて、指定児童発

達支援の提供を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある

場合は、この限りでない。

（安全計画の策定等）

第39条の２ （略）

２ （略）

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全

の確保に関して通所給付決定保護者との連携

が図られるよう、通所給付決定保護者に対

し、安全計画に基づく取組の内容等について

周知しなければならない。

４ （略）

（協力医療機関）

第41条 指定児童発達支援事業者（治療を行う

ものを除く｡)は、障害児の病状の急変等に備

えるため、あらかじめ、協力医療機関を定め

ておかなければならない。

（利益供与等の禁止）

第48条 指定児童発達支援事業者は、障害児相

談支援事業者若しくは障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第５

条第19項に規定する一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者（次項において



「障害児相談支援事業者等」という｡)、障害

福祉サービスを行う者等又はその従業者に対

し、障害児又はその家族に対して当該指定児

童発達支援事業者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。

２ （略）

（設備）

第55条 基準該当児童発達支援事業所は、指導

訓練を行う場所を確保するとともに、基準該

当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓

練に必要な機械器具等を備えなければならな

い。

３ （略）

第３章 医療型児童発達支援

第１節 基本方針

第60条 医療型児童発達支援に係る指定通所支

援（以下「指定医療型児童発達支援」とい

う｡)の事業は、障害児が日常生活における基

本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団

生活に適応することができるよう、当該障害

児の身体及び精神の状況並びにその置かれて

いる環境に応じて適切かつ効果的な指導及び

訓練並びに治療を行うものでなければならな

い。

第２節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第61条 指定医療型児童発達支援の事業を行う

者（以下「指定医療型児童発達支援事業者」

という｡)が当該事業を行う事業所（以下「指

定医療型児童発達支援事業所」という｡)に置

くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。

(1) 医療法（昭和23年法律第205号）に規定す

「障害児相談支援事業者等」という｡)、障害

福祉サービスを行う者等又はその従業者に対

し、障害児又はその家族に対して当該指定児

童発達支援事業者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。

２ （略）

（設備）

第55条 基準該当児童発達支援事業所は、発達

支援を行う場所を確保するとともに、基準該

当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。

２ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支

援に必要な機械器具等を備えなければならな

い。

３ （略）

第３章 削除

第60条から第69条まで 削除



る診療所として必要とされる従業者 同法

に規定する診療所として必要とされる数

(2) 児童指導員 １以上

(3) 保育士 １以上

(4) 看護職員 １以上

(5) 理学療法士又は作業療法士 １以上

(6) 児童発達支援管理責任者 １以上

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療

型児童発達支援事業所において日常生活を営

むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機

能訓練担当職員を置かなければならない。

３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は、

専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職

務に従事する者でなければならない。ただ

し、障害児の支援に支障がない場合は、障害

児の保護に直接従事する従業者を除き、併せ

て設置する他の社会福祉施設の職務に従事さ

せることができる。

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは

家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携

型認定こども園に入園している児童と指定医

療型児童発達支援事業所に通所している障害

児を交流させるときは、障害児の支援に支障

がない場合に限り、障害児の支援に直接従事

する従業者については、これら児童への保育

に併せて従事させることができる。

（準用）

第62条 第６条の規定は、指定医療型児童発達

支援の事業について準用する。

第３節 設備に関する基準

（設備）

第63条 指定医療型児童発達支援事業所の設備

の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要とさ

れる設備を有すること。

(2) 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調



理室を有すること。

(3) 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不

自由を助ける設備を有すること。

２ 指定医療型児童発達支援事業所は、その階

段の傾斜を緩やかにしなければならない。

３ 第１項各号に掲げる設備は、専ら当該指定

医療型児童発達支援の事業の用に供するもの

でなければならない。ただし、障害児の支援

に支障がない場合は、同項第１号に掲げる設

備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設

の設備に兼ねることができる。

第４節 運営に関する基準

（利用定員）

第64条 指定医療型児童発達支援事業所は、そ

の利用定員を10人以上とする。

（通所利用者負担額の受領）

第65条 指定医療型児童発達支援事業者は、指

定医療型児童発達支援を提供した際は、通所

給付決定保護者から当該指定医療型児童発達

支援に係る通所利用者負担額の支払を受ける

ものとする。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代

理受領を行わない指定医療型児童発達支援を

提供した際は、通所給付決定保護者から、次

の各号に掲げる費用の額の支払を受けるもの

とする。

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定

通所支援費用基準額

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体

不自由児通所医療（食事療養（健康保険法

（大正11年法律第70号）第63条第２項第１

号に規定する食事療養をいう｡)を除く｡)に

係るものにつき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例により算定した費用

の額

３ 指定医療型児童発達支援事業者は、前２項



の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発

達支援において提供される便宜に要する費用

のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を

通所給付決定保護者から受けることができ

る。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前２号に掲げるもののほか、指定医療型

児童発達支援において提供される便宜に要

する費用のうち、日常生活においても通常

必要となるものに係る費用であって、通所

給付決定保護者に負担させることが適当と

認められるもの

４ 前項第１号に掲げる費用については、食事

の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用

料等に関する指針によるものとする。

５ 指定医療型児童発達支援事業者は、第１項

から第３項までの費用の額の支払を受けた場

合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額

を支払った通所給付決定保護者に対し交付し

なければならない。

６ 指定医療型児童発達支援事業者は、第３項

の費用に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当

該サービスの内容及び費用について説明を行

い、通所給付決定保護者の同意を得なければ

ならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第66条 指定医療型児童発達支援事業者は、法

定代理受領により指定医療型児童発達支援に

係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所

医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定

保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係

る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医

療費の額を通知しなければならない。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第



２項の法定代理受領を行わない指定医療型児

童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場

合は、その提供した指定医療型児童発達支援

の内容、費用の額その他必要と認められる事

項を記載したサービス提供証明書を通所給付

決定保護者に対して交付しなければならな

い。

（通所給付決定保護者に関する市町村への通

知）

第67条 指定医療型児童発達支援事業者は、指

定医療型児童発達支援を受けている障害児に

係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な

行為によって障害児通所給付費若しくは特例

障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療

費の支給を受け、又は受けようとしたとき

は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村

に通知しなければならない。

（運営規程）

第68条 指定医療型児童発達支援事業者は、指

定医療型児童発達支援事業所ごとに、次の各

号に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する運営規程を定めておかなければならな

い。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通

所給付決定保護者から受領する費用の種類

及びその額

(6) 通常の事業の実施地域（当該指定医療型

児童発達支援事業所が通常時に指定医療型

児童発達支援を提供する地域をいう｡)

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策



(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

（情報の提供等）

第68条の２ 指定医療型児童発達支援事業者

は、指定医療型児童発達支援を利用しようと

する障害児が、これを適切かつ円滑に利用で

きるように、当該指定医療型児童発達支援事

業者が実施する事業の内容に関する情報の提

供を行うよう努めなければならない。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指

定医療型児童発達支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又

は誇大なものとしてはならない。

（準用）

第69条 第11条から第21条まで、第23条、第25

条（第４項及び第５項を除く｡)から第33条ま

で、第35条、第37条から第40条まで、第42条

から第46条まで、第48条から第51条まで及び

第53条の規定は、指定医療型児童発達支援の

事業について準用する。この場合において、

第11条第１項中「第36条」とあるのは「第68

条」と、第15条中「いう。第36条第６号及

び」とあるのは「いう。」と、第21条第２項

中「次条」とあるのは「第65条」と、第25条

第１項及び第26条中「児童発達支援計画」と

あるのは「医療型児童発達支援計画」と、第

33条中「医療機関」とあるのは「他の専門医

療機関」と、第42条第１項中「従業者の勤務

の体制、前条の協力医療機関」とあるのは

「従業者の勤務の体制」と、第53条第２項第

２号中「児童発達支援計画」とあるのは「医

療型児童発達支援計画」と、同項第３号中

「第34条」とあるのは「第67条」と読み替え

るものとする。

第70条 放課後等デイサービスに係る指定通所

支援（以下「指定放課後等デイサービス」と

第70条 放課後等デイサービスに係る指定通所

支援（以下「指定放課後等デイサービス」と



いう｡)の事業は、障害児が生活能力の向上の

ために必要な訓練を行い、及び社会との交流

を図ることができるよう、当該障害児の身体

及び精神の状況並びにその置かれている環境

に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行

うものでなければならない。

（設備）

第73条 指定放課後等デイサービス事業所は、

指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービ

スの提供に必要な設備及び備品等を設けなけ

ればならない。

２ 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要

な機械器具等を備えなければならない。

３ （略）

（設備）

第78条 基準該当放課後等デイサービス事業所

は、指導訓練を行う場所を確保するととも

に、基準該当放課後等デイサービスの提供に

必要な設備及び備品等を備えなければならな

い。

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓

練に必要な機械器具等を備えなければならな

い。

３ （略）

（従業者の員数）

第79条の３ （略）

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若

しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員

若しくは心理指導担当職員（学校教育法の規

定による大学（短期大学を除く｡)若しくは大

学院において、心理学を専修する学科、研究

科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業

した者であって、個人及び集団心理療法の技

術を有するもの又はこれと同等以上の能力を

有すると認められる者をいう｡)として配置さ

いう｡)の事業は、障害児が生活能力の向上の

ために必要な支援を行い、及び社会との交流

を図ることができるよう、当該障害児の身体

及び精神の状況並びにその置かれている環境

に応じて適切かつ効果的な支援を行うもので

なければならない。

（設備）

第73条 指定放課後等デイサービス事業所は、

発達支援室のほか、指定放課後等デイサービ

スの提供に必要な設備及び備品等を設けなけ

ればならない。

２ 前項に規定する発達支援室は、支援に必要

な機械器具等を備えなければならない。

３ （略）

（設備）

第78条 基準該当放課後等デイサービス事業所

は、発達支援を行う場所を確保するととも

に、基準該当放課後等デイサービスの提供に

必要な設備及び備品等を備えなければならな

い。

２ 前項に規定する発達支援を行う場所は、支

援に必要な機械器具等を備えなければならな

い。

３ （略）

（従業者の員数）

第79条の３ （略）

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若

しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員

若しくは心理担当職員（学校教育法の規定に

よる大学（短期大学を除く｡)若しくは大学院

において、心理学を専修する学科、研究科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した

者であって、個人及び集団心理療法の技術を

有するもの又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者をいう｡)として配置された



れた日以後、障害児について、入浴、排せ

つ、食事その他の介護を行い、及び当該障害

児の介護を行う者に対して介護に関する指導

を行う業務又は日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上

のために必要な訓練その他の支援（以下「訓

練等」という｡)を行い、及び当該障害児の訓

練等を行う者に対して訓練等に関する指導を

行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る

業務に３年以上従事した者でなければならな

い。

３ （略）

（準用）

第79条の９ 第11条から第21条まで、第23条、

第24条、第25条（第４項及び第５項を除

く｡)、第26条から第29条まで、第31条、第33

条から第35条まで、第37条、第37条の２、第

39条の２、第39条の３第１項、第40条から第

44条まで、第46条、第48条、第49条、第50条

第１項、第51条から第53条まで及び第68条の

２の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の

事業について準用する。この場合において、

第11条第１項中「第36条」とあるのは「第79

条の８」と、第15条中「いう。第36条第６号

及び第50条第２項において同じ。」とあるの

は「いう。」と、第21条第２項中「次条」と

あるのは「第79条の７」と、第24条第２項中

「第22条第２項」とあるのは「第79条の７第

２項」と、第25条第１項、第26条及び第53条

第２項第２号中「児童発達支援計画」とある

のは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み

替えるものとする。

日以後、障害児について、入浴、排せつ、食

事その他の介護を行い、及び当該障害児の介

護を行う者に対して介護に関する指導を行う

業務又は日常生活における基本的な動作及び

知識技能の習得、生活能力の向上のために必

要な支援その他の支援（以下この項において

単に「支援」という｡)を行い、並びに当該障

害児の支援を行う者に対して支援に関する指

導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教

育に係る業務に３年以上従事した者でなけれ

ばならない。

３ （略）

（準用）

第79条の９ 第11条から第21条まで、第23条、

第24条、第25条（第６項及び第７項を除

く｡)、第25条の２、第26条から第29条まで、

第31条、第33条から第35条まで、第37条、第

37条の２、第39条の２、第39条の３第１項、

第40条から第44条まで、第46条から第49条ま

で、第50条第１項及び第51条から第53条まで

の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事

業について準用する。この場合において、第

11条第１項中「第36条」とあるのは「第79条

の８」と、第15条中「いう。第36条第６号及

び第50条第２項において同じ。」とあるのは

「いう。」と、第21条第２項中「次条」とあ

るのは「第79条の７」と、第24条第２項中

「第22条第２項」とあるのは「第79条の７第

２項」と、第25条第１項、第26条及び第53条

第２項第２号中「児童発達支援計画」とある

のは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第

26条第４項中「第25条第４項に規定する領域

との関連性及びインクルージョンの観点を踏

まえた」とあるのは「第25条第４項に規定す

る領域との関連性を踏まえた」と、第47条第

１項中「行わなければならない」とあるのは



（準用）

第87条 第11条から第21条まで、第23条、第24

条、第25条（第４項及び第５項を除く｡)、第

26条から第29条まで、第31条、第33条から第

35条まで、第37条、第37条の２、第39条の

２、第39条の３第１項、第40条、第42条から

第44条まで、第46条、第48条、第49条、第50

条第１項、第51条から第53条まで、第68条の

２及び第79条の６から第79条の８までの規定

は、指定保育所等訪問支援の事業について準

用する。この場合において、第11条第１項中

「第36条」とあるのは「第87条において準用

する第79条の８」と、第15条中「いう。第36

条第６号及び第50条第２項において同じ。」

とあるのは「いう。」と、第21条第２項中

「次条」とあるのは「第87条において準用す

る第79条の７」と、第24条第２項中「第22条

第２項」とあるのは「第87条において準用す

る第79条の７第２項」と、第25条第１項及び

第26条中「児童発達支援計画」とあるのは

「保育所等訪問支援計画」と、第42条第１項

中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機

関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、

第53条第２項第２号中「児童発達支援計画」

とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み

替えるものとする。

「行うよう努めなければならない」と読み替

えるものとする。

（準用）

第87条 第11条から第21条まで、第23条、第24

条、第25条（第４項を除く｡)、第25条の３、

第26条から第29条まで、第31条、第33条から

第35条まで、第37条、第37条の２、第39条の

２、第39条の３第１項、第40条、第42条から

第44条まで、第46条から第49条まで、第50条

第１項、第51条から第53条まで及び第79条の

６から第79条の８までの規定は、指定保育所

等訪問支援の事業について準用する。この場

合において、第11条第１項中「第36条」とあ

るのは「第87条において準用する第79条の

８」と、第15条中「いう。第36条第６号及び

第50条第２項において同じ。」とあるのは

「いう。」と、第21条第２項中「次条」とあ

るのは「第87条において準用する第79条の

７」と、第24条第２項中「第22条第２項」と

あるのは「第87条において準用する第79条

の７第２項」と、第25条第１項及び第26条中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等

訪問支援計画」と、第25条第６項中「を受け

て」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援

員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を

行うに当たって訪問する施設（以下「訪問先

施設」という｡)による評価（以下「訪問先施

設評価」という｡)を受けて」と、同項第５号

中「障害児及びその保護者」とあるのは「障

害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」

と、同条第７項中「自己評価及び保護者評

価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び

訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあ

るのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、

第26条第４項中「第25条第４項に規定する領

域との関連性及びインクルージョンの観点を



（従業者の員数に関する特例）

第88条 多機能型事業所（この規則に規定する

事業のみを行う多機能型事業所に限る｡)に係

る事業を行う者に対する第４条第１項から第

３項まで及び第５項、第５条（第３項及び第

６項を除く｡)、第61条、第71条第１項から第

３項まで及び第５項、第79条の３第１項並び

に第81条第１項の規定の適用については、第

４条第１項中「事業所（以下「指定児童発達

支援事業所」という｡)」とあるのは「多機能

型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指

定通所支援の」と、同条第２項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、同条第３項及び第５項中「指定児童

発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、

第５条第１項中「指定児童発達支援事業所」

とあるのは「多機能型事業所」と、同項第２

号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指

定通所支援」と、同条第２項及び第４項中

「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童

発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、

同条第５項中「指定児童発達支援事業所」と

踏まえた」とあるのは「インクルージョンの

観点を踏まえた」と、同条第５項中「担当者

等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係

る訪問先施設の担当者等」と、第42条第１項

中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機

関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、

第47条第１項中「行わなければならない」と

あるのは「行うよう努めなければならない」

と、第53条第２項第２号中「児童発達支援計

画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と

読み替えるものとする。

（従業者の員数に関する特例）

第88条 多機能型事業所（この規則に規定する

事業のみを行う多機能型事業所に限る｡)に係

る事業を行う者に対する第４条第１項から第

３項まで及び第５項、第５条（第４項及び第

５項を除く｡)、第71条第１項から第３項まで

及び第５項、第79条の３第１項並びに第81条

第１項の規定の適用については、第４条第１

項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業

所」という｡)」とあるのは「多機能型事業

所」と、同項第１号中「指定児童発達支援事

業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通

所支援の」と、同条第２項中「指定児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、同条第３項及び第５項中「指定児童発達

支援」とあるのは「指定通所支援」と、第５

条第１項中「指定児童発達支援事業所」とあ

るのは「多機能型事業所」と、同項第２号ア

中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通

所支援」と、同条第２項及び第３項中「指定

児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型

事業所」と、同条第６項中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第

７項中「指定児童発達支援事業所」とあるの



あるのは「多機能型事業所」と、同条第７項

中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通

所支援」と、同条第８項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指

定通所支援の」と、第61条第１項中「事業所

（以下「指定医療型児童発達支援事業所」と

いう｡)」とあり、並びに同項第３号並びに同

条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、第71条第１項中「事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という｡)」とあ

るのは「多機能型事業所」と、同項第１号中

「指定放課後等デイサービス事業所」とある

のは「多機能型事業所」と、「指定放課後等

デイサービスの」とあるのは「指定通所支援

の」と、同条第２項中「指定放課後等デイサ

ービス事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、同条第３項及び第５項中「指定放課

後等デイサービス」とあるのは「指定通所支

援」と、第79条の３第１項中「事業所（以下

「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とい

う｡)」とあるのは「多機能型事業所」と、第

81条第１項中「事業所（以下「指定保育所等

訪問支援事業所」という｡)」とあるのは「多

機能型事業所」とする。

２ （略）

（利用定員に関する特例）

第90条 多機能型事業所（この規則に規定する

事業のみを行う多機能型事業所に限る｡)は、

第10条、第64条及び第74条の規定にかかわら

ず、その利用定員を、当該多機能型事業所が

行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人

以上とすることができる。

２ 利用定員の合計が20人以上である多機能型

事業所（この規則に規定する事業のみを行う

は「多機能型事業所」と、「指定児童発達支

援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同

条第８項中「当該指定児童発達支援事業所」

とあるのは「当該多機能型事業所」と、第71

条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デ

イサービス事業所」という｡)」とあるのは

「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定

放課後等デイサービス事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイ

サービスの」とあるのは「指定通所支援の」

と、同条第２項中「指定放課後等デイサービ

ス事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、同条第３項及び第５項中「指定放課後等

デイサービス」とあるのは「指定通所支援」

と、第79条の３第１項中「事業所（以下「指

定居宅訪問型児童発達支援事業所」とい

う｡)」とあるのは「多機能型事業所」と、第

81条第１項中「事業所（以下「指定保育所等

訪問支援事業所」という｡)」とあるのは「多

機能型事業所」とする。

２ （略）

（利用定員に関する特例）

第90条 多機能型事業所（この規則に規定する

事業のみを行う多機能型事業所に限る｡)は、

第10条及び第74条の規定にかかわらず、その

利用定員を、当該多機能型事業所が行う全て

の指定通所支援の事業を通じて10人以上とす

ることができる。

２ 利用定員の合計が20人以上である多機能型

事業所（この規則に規定する事業のみを行う



多機能型事業所を除く｡)は、第10条、第64条

及び第74条の規定にかかわらず、指定児童発

達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放

課後等デイサービスの利用定員を５人以上

（指定児童発達支援の事業、指定医療型児童

発達支援の事業又は指定放課後等デイサービ

スの事業を併せて行う場合にあっては、これ

らの事業を通じて５人以上）とすることがで

きる。

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症

心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第

10条、第64条及び第74条の規定にかかわら

ず、その利用定員を５人以上とすることがで

きる。

４ 第２項の規定にかかわらず、多機能型事業

所は、主として重度の知的障害及び重度の上

肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複してい

る障害者につき行う生活介護の事業を併せて

行う場合にあっては、第10条、第64条及び第

74条の規定にかかわらず、その利用定員を、

当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じ

て５人以上とすることができる。

５ （略）

（電磁的記録等）

第91条 指定障害児通所支援事業者等及びその

従業者は、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この規則の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において

同じ｡)で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第12条第１項（第53条の５、第

57条、第69条、第76条、第76条の２、第79

条、第79条の９及び第87条において準用する

場合を含む｡)、第16条（第53条の５、第57

多機能型事業所を除く｡)は、第10条及び第74

条の規定にかかわらず、指定児童発達支援又

は指定放課後等デイサービスの利用定員を５

人以上（指定児童発達支援の事業又は指定放

課後等デイサービスの事業を併せて行う場合

にあっては、これらの事業を通じて５人以

上）とすることができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症

心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第

10条及び第74条の規定にかかわらず、その利

用定員を５人以上とすることができる。

４ 第２項の規定にかかわらず、多機能型事業

所は、主として重度の知的障害及び重度の上

肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複してい

る障害者につき行う生活介護の事業を併せて

行う場合にあっては、第10条及び第74条の規

定にかかわらず、その利用定員を、当該多機

能型事業所が行う全ての事業を通じて５人以

上とすることができる。

５ （略）

（電磁的記録等）

第91条 指定障害児通所支援事業者及びその従

業者は、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この規則の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同

じ｡)で行うことが規定されている又は想定さ

れるもの（第12条第１項（第53条の５、第57

条、第76条、第76条の２、第79条、第79条の

９及び第87条において準用する場合を含

む｡)、第16条（第53条の５、第57条、第76



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

（児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する規則の一部改正）

第２条 児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する規則（平成25年静岡県規則第14号）の一部を次のよう

に改正する。

条、第69条、第76条、第76条の２、第79条、

第79条の９及び第87条において準用する場合

を含む｡)及び次項に規定するものを除く｡)に

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう｡)によ

り行うことができる。

２ 指定障害児通所支援事業者等及びその従業

者は、交付、説明、同意その他これらに類す

るもの（以下「交付等」という｡)のうち、こ

の規則の規定において書面で行うことが規定

されている又は想定されるものについては、

当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付

等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者

である場合には当該障害児又は当該通所給付

決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じ

た適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁

的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の

知覚によって認識することができない方法を

いう｡)によることができる。

条、第76条の２、第79条、第79条の９及び第

87条において準用する場合を含む｡)及び次項

に規定するものを除く｡)については、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう｡)により行うことができ

る。

２ 指定障害児通所支援事業者及びその従業者

は、交付、説明、同意その他これらに類する

もの（以下「交付等」という｡)のうち、この

規則の規定において書面で行うことが規定さ

れている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等

の相手方が障害児又は通所給付決定保護者で

ある場合には当該障害児又は当該通所給付決

定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた

適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法をい

う｡)によることができる。

改正前 改正後

目次

第１章～第９章 （略）

第10章 福祉型児童発達支援センター（第76

条―第81条）

第11章 医療型児童発達支援センター（第82

条―第85条）

第12章～第15章 （略）

附則

（設備の基準）

目次

第１章～第９章 （略）

第10章 児童発達支援センター（第76条―第

81条）

第11章 削除

第12章～第15章 （略）

附則

（設備の基準）



第62条 福祉型障害児入所施設の設備の基準

は、次のとおりとする。

(1)・(2) （略）

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児

入所施設には、次の設備を設けること。

ア 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設

備及び音楽に関する設備

イ （略）

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障

害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業

指導に必要な設備及び映像に関する設備を

設けること。

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所さ

せる福祉型障害児入所施設には、次の設備

を設けること。

ア 訓練室及び屋外訓練場

イ （略）

(6)～(9) （略）

（職員）

第63条 （略）

２～13 （略）

14 心理指導を行う必要があると認められる児

童５人以上に心理指導を行う場合には心理指

導担当職員を、職業指導を行う場合には職業

指導員を置かなければならない。

15 心理指導担当職員は、学校教育法の規定に

よる大学（短期大学を除く｡)若しくは大学院

において、心理学を専修する学科、研究科若

しくはこれに相当する課程を修めて卒業した

者であって、個人及び集団心理療法の技術を

有するもの又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者でなければならない。

（設備の基準）

第71条 医療型障害児入所施設の設備の基準

は、次のとおりとする。

第62条 福祉型障害児入所施設の設備の基準

は、次のとおりとする。

(1)・(2) （略）

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児

入所施設には、次の設備を設けること。

ア 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設

備及び音楽に関する設備

イ （略）

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障

害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業

指導に必要な設備及び映像に関する設備を

設けること。

(5) 主として肢体不自由（法第６条の２の２

第２項に規定する肢体不自由をいう。以下

同じ｡)のある児童を入所させる福祉型障害

児入所施設には、次の設備を設けること。

ア 支援室及び屋外遊戯場

イ （略）

(6)～(9) （略）

（職員）

第63条 （略）

２～13 （略）

14 心理支援を行う必要があると認められる児

童５人以上に心理支援を行う場合には心理担

当職員を、職業指導を行う場合には職業指導

員を置かなければならない。

15 心理担当職員は、学校教育法の規定による

大学（短期大学を除く｡)若しくは大学院にお

いて、心理学を専修する学科、研究科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者で

あって、個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者でなければならない。

（設備の基準）

第71条 医療型障害児入所施設の設備の基準

は、次のとおりとする。



(1) 医療型障害児入所施設には、医療法に規

定する病院として必要な設備のほか、訓練

室及び浴室を設けること。

(2) （略）

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所さ

せる医療型障害児入所施設には、屋外訓練

場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導

するに必要な設備、義肢装具を製作する設

備を設けること。ただし、義肢装具を製作

する設備は、他に適当な設備がある場合

は、これを設けることを要しないこと。

(4) （略）

（職員）

第72条 （略）

２～５ （略）

６ 主として重症心身障害児（法第７条第２項

に規定する重症心身障害児をいう。以下同

じ｡)を入所させる医療型障害児入所施設に

は、第３項に規定する職員及び心理指導を担

当する職員を置かなければならない。

７ （略）

第10章 福祉型児童発達支援センター

（設備の基準）

第76条 福祉型児童発達支援センターの設備の

基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター（主として

重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達

支援センターを除く。以下この号において

同じ｡)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊

戯場（福祉型児童発達支援センターの付近

にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含

(1) 医療型障害児入所施設には、医療法に規

定する病院として必要な設備のほか、支援

室及び浴室を設けること。

(2) （略）

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所さ

せる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯

場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援

するに必要な設備、義肢装具を製作する設

備を設けること。ただし、義肢装具を製作

する設備は、他に適当な設備がある場合

は、これを設けることを要しないこと。

(4) （略）

（職員）

第72条 （略）

２～５ （略）

６ 主として重症心身障害児（法第７条第２項

に規定する重症心身障害児をいう。以下同

じ｡)を入所させる医療型障害児入所施設に

は、第３項に規定する職員及び心理支援を担

当する職員を置かなければならない。

７ （略）

第10章 児童発達支援センター

（設備の基準）

第76条 児童発達支援センターの設備の基準

は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場（児童

発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に

代わるべき場所を含む｡)、医務室、相談室、

調理室、便所及び静養室並びに児童発達支援

の提供に必要な設備及び備品等を設けること

とする。



む｡)、医務室、相談室、調理室、便所並び

に児童発達支援の提供に必要な設備及び備

品を設けること。

(2) 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援セン

ター及び主として重症心身障害児を通わせ

る福祉型児童発達支援センターを除く。次

号において同じ｡)の指導訓練室の１室の定

員は、これをおおむね10人とし、その面積

は、児童１人につき2.47平方メートル以上

とすること。

(3) 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の

面積は、児童１人につき1.65平方メートル

以上とすること。

(4) 主として知的障害のある児童を通わせる

福祉型児童発達支援センターには、静養室

を設けること。

(5) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発

達支援センターには、聴力検査室を設ける

こと。

(6) 主として重症心身障害児を通わせる福祉

型児童発達支援センターには、指導訓練

室、調理室、便所並びに児童発達支援の提

供に必要な設備及び備品を設けること。

２ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自

由のある児童に対して治療を行う場合には、

前項に規定する設備（医務室を除く｡)の基準

に加えて、医療法に規定する診療所として必

要な設備を設けることとする。

３ 第１項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲

げる基準に適合するものでなければならな

い。

(1) 発達支援室の１室の定員は、これをおお

むね10人とし、その面積は、児童１人につ

き2.47平方メートル以上とすること。

(2) 遊戯室の面積は、児童１人につき1.65平



（職員）

第77条 福祉型児童発達支援センター（主とし

て難聴児を通わせる福祉型児童発達支援セン

ター及び主として重症心身障害児を通わせる

福祉型児童発達支援センターを除く。次項に

おいて同じ｡)には、嘱託医、児童指導員、保

育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理

責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機

能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日

常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する

職員をいう。以下同じ｡)を、日常生活及び社

会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器

による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭
かくたん

庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ｡)

を恒常的に受けることが不可欠である障害児

に医療的ケアを行う場合には看護職員を、そ

れぞれ置かなければならない。ただし、次に

掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各

号に定める職員を置かないことができる。

(1)・(2) （略）

(3) 医療機関等との連携により、看護職員を

福祉型児童発達支援センターに訪問させ、

当該看護職員が障害児に対して医療的ケア

を行う場合 看護職員

(4) 当該福祉型児童発達支援センター（社会

福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第

30号）第48条の３第１項の登録に係る事業

所である場合に限る｡)において、医療的ケ

アのうち喀痰吸引等（同法第２条第２項に

規定する喀痰吸引等をいう｡)のみを必要と

する障害児に対し、当該登録を受けた者が

自らの事業又はその一環として喀痰吸引等

業務（同法第48条の３第１項に規定する喀

痰吸引等業務をいう｡)を行う場合 看護職

員

方メートル以上とすること。

（職員）

第77条 児童発達支援センターには、嘱託医、

児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児

童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営

むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓

練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能

訓練を担当する職員をいう。以下同じ｡)を、

日常生活及び社会生活を営むために医療的ケ

ア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引そ
かくたん

の他こども家庭庁長官が定める医療行為をい

う。以下同じ｡)を恒常的に受けることが不可

欠である障害児に医療的ケアを行う場合には

看護職員を、それぞれ置かなければならな

い。ただし、次に掲げる施設及び場合に応

じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かな

いことができる。

(1)・(2) （略）

(3) 医療機関等との連携により、看護職員を

児童発達支援センターに訪問させ、当該看

護職員が障害児に対して医療的ケアを行う

場合 看護職員

(4) 当該児童発達支援センター（社会福祉士

及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）

第48条の３第１項の登録に係る事業所であ

る場合に限る｡)において、医療的ケアのう

ち喀痰吸引等（同法第２条第２項に規定す

る喀痰吸引等をいう｡)のみを必要とする障

害児に対し、当該登録を受けた者が自らの

事業又はその一環として喀痰吸引等業務

（同法第48条の３第１項に規定する喀痰吸

引等業務をいう｡)を行う場合 看護職員



(5) 当該福祉型児童発達支援センター（社会

福祉士及び介護福祉士法附則第27条第１項

の登録に係る事業所である場合に限る｡)に

おいて、医療的ケアのうち特定行為（同法

附則第10条第１項に規定する特定行為をい

う｡)のみを必要とする障害児に対し、当該

登録を受けた者が自らの事業又はその一環

として特定行為業務（同法附則第27条第１

項に規定する特定行為業務をいう｡)を行う

場合 看護職員

２ 福祉型児童発達支援センターの児童指導

員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員

の総数は、通じておおむね児童の数を４で除

して得た数以上とし、そのうち半数以上は児

童指導員又は保育士でなければならない。

３ 主として知的障害のある児童を通わせる福

祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神

科又は小児科の診療に相当の経験を有する者

でなければならない。

４ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達

支援センターには、第１項に規定する職員及

び言語聴覚士を置かなければならない。ただ

し、第１項各号に掲げる施設及び場合に応

じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かな

いことができる。

５ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達

支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉

科の診療に相当の経験を有する者でなければ

ならない。

６ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達

支援センターの児童指導員、保育士、言語聴

(5) 当該児童発達支援センター（社会福祉士

及び介護福祉士法附則第27条第１項の登録

に係る事業所である場合に限る｡)におい

て、医療的ケアのうち特定行為（同法附則

第10条第１項に規定する特定行為をいう｡)

のみを必要とする障害児に対し、当該登録

を受けた者が自らの事業又はその一環とし

て特定行為業務（同法附則第27条第１項に

規定する特定行為業務をいう｡)を行う場合

看護職員

２ 児童発達支援センターにおいて、肢体不自

由のある児童に対して治療を行う場合には、

前項に規定する職員（嘱託医を除く｡)に加え

て、医療法に規定する診療所として必要な職

員を置かなければならない。

３ 児童発達支援センターの児童指導員、保育

士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数

は、通じておおむね児童の数を４で除して得

た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導

員又は保育士でなければならない。

４ 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科

又は小児科の診療に相当の経験を有する者で

なければならない。



覚士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数

は、通じておおむね児童の数を４で除して得

た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数

は、４人以上でなければならない。

７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型

児童発達支援センターには、嘱託医、児童指

導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支

援管理責任者及び看護職員のほか、日常生活

を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、

機能訓練担当職員を置かなければならない。

ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっ

ては栄養士を、調理業務の全部を委託する施

設にあっては調理員を置かないことができ

る。

８ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型

児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精

神科、医療法施行令第３条の２第１項第１号

ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた

名称を診療科名とする診療科、小児科、外

科、整形外科又はリハビリテーション科の診

療に相当の経験を有する者でなければならな

い。

９ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型

児童発達支援センターの児童指導員、保育

士、看護職員及び機能訓練担当職員の数は、

通じておおむね児童の数を４で除して得た数

以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数

は、１人以上でなければならない。

10 第５条第２項の規定にかかわらず、保育所

若しくは家庭的保育事業所等（家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成26年

厚生労働省令第61号）第１条第２項に規定す

る家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業

を行う場所を除く｡)をいう。第83条第２項に

おいて同じ｡)に入所し、又は幼保連携型認定

こども園に入園している児童と福祉型児童発

５ 第５条第２項の規定にかかわらず、保育所

若しくは家庭的保育事業所等（家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成26年

厚生労働省令第61号）第１条第２項に規定す

る家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業

を行う場所を除く｡)をいう｡)に入所し、又は

幼保連携型認定こども園に入園している児童

と児童発達支援センターに入所している障害



達支援センターに入所している障害児を交流

させるときは、障害児の支援に支障がない場

合に限り、障害児の支援に直接従事する職員

については、これら児童への保育に併せて従

事させることができる。

（生活指導及び計画の作成）

第78条 福祉型児童発達支援センターにおける

生活指導及び福祉型児童発達支援センターの

長の計画の作成については、第64条第１項及

び第66条の規定を準用する。

（保護者等との連絡）

第79条 福祉型児童発達支援センターの長は、

児童の保護者に児童の性質及び能力を説明す

るとともに、必要に応じ当該児童を取り扱っ

た児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡

をとり、児童の生活指導につき、その協力を

求めなければならない。

（入所した児童に対する健康診断）

第80条 主として難聴児を通わせる福祉型児童

発達支援センターにおいては、第11条第１項

に規定する入所時の健康診断に当たり、特に

難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断

し、治療可能な者については、できる限り治

療しなければならない。

（心理学的及び精神医学的診査）

第81条 主として知的障害のある児童を通わせ

る福祉型児童発達支援センターにおける心理

学的及び精神医学的診査については、第69条

の規定を準用する。

第11章 医療型児童発達支援センター

（設備の基準）

第82条 医療型児童発達支援センターの設備の

基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要な設

備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談

室及び調理室を設けること。

児を交流させるときは、障害児の支援に支障

がない場合に限り、障害児の支援に直接従事

する職員については、これら児童への保育に

併せて従事させることができる。

（生活指導及び計画の作成）

第78条 児童発達支援センターにおける生活指

導及び児童発達支援センターの長の計画の作

成については、第64条第１項及び第66条の規

定を準用する。

（保護者等との連絡）

第79条 児童発達支援センターの長は、児童の

保護者に児童の性質及び能力を説明するとと

もに、必要に応じ当該児童を取り扱った児童

福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をと

り、児童の生活指導につき、その協力を求め

なければならない。

第80条 削除

（心理学的及び精神医学的診査）

第81条 児童発達支援センターにおいて障害児

に対して行う心理学的及び精神医学的診査

は、児童の福祉に有害な実験にわたってはな

らない。

第11章 削除

第82条から第85条まで 削除



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

（指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する規則の一部改正）

第３条 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する規則（平成25年静岡県規則第18号）の

一部を次のように改正する。

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及

び便所の手すり等身体の機能の不自由を助

ける設備を設けること。

（職員）

第83条 医療型児童発達支援センターには、医

療法に規定する診療所として必要な職員のほ

か、児童指導員、保育士、看護師、理学療法

士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任

者を置かなければならない。

２ 第５条第２項の規定にかかわらず、保育所

若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は

幼保連携型認定こども園に入園している児童

と医療型児童発達支援センターに入所してい

る障害児を交流させるときは、障害児の支援

に支障がない場合に限り、障害児の支援に直

接従事する職員については、これら児童への

保育に併せて従事させることができる。

（入所した児童に対する健康診断）

第84条 医療型児童発達支援センターにおいて

は、第11条第１項に規定する入所時の健康診

断に当たり、整形外科的診断により肢体の機

能障害の原因及びその状況を精密に診断し、

入所を継続するか否かを考慮しなければなら

ない。

（生活指導等）

第85条 医療型児童発達支援センターにおける

生活指導並びに医療型児童発達支援センター

の長の保護者等との連絡及び計画の作成につ

いては、第64条第１項、第66条及び第79条の

規定を準用する。

改正前 改正後

（用語の定義） （用語の定義）



第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1)～(4) （略）

(5) 指定入所支援費用基準額 指定入所支援

に係る法第24条の２第２項第１号（法第24

条の24第２項の規定により、同条第１項に

規定する障害児入所給付費等の支給につい

て適用する場合を含む｡)に掲げる額をい

う。

(6) 入所利用者負担額 法第24条の２第２項

第２号（法第24条の24第２項の規定によ

り、同条第１項に規定する障害児入所給付

費等の支給について適用する場合を含む｡)

に掲げる額及び障害児入所医療（法第24条

の20第１項に規定する障害児入所医療をい

う。以下同じ｡)につき健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法の例により算定し

た費用の額から当該障害児入所医療につき

支給された障害児入所医療費の額を控除し

て得た額の合計額をいう。

(7)～(10) （略）

(11) 法定代理受領 法第24条の３第８項（法

第24条の７第２項において準用する場合及

び法第24条の24第２項の規定により同条第

１項に規定する障害児入所給付費等の支給

について適用する場合を含む｡)の規定によ

り入所給付決定保護者に代わり都道府県

（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第１項の指定都市（第46条第３項に

おいて「指定都市」という｡)及び法第59条

の４第１項の児童相談所設置市を含む。以

下同じ｡)を含む。以下同じ｡)が支払う指定

入所支援に要した費用の額又は法第24条の

20第３項（法第24条の24第２項の規定によ

り、同条第１項に規定する障害児入所給付

第２条 この規則において、次の各号に掲げる

用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1)～(4) （略）

(5) 指定入所支援費用基準額 指定入所支援

に係る法第24条の２第２項第１号（法第24

条の24第３項の規定により、同条第１項に

規定する障害児入所給付費等の支給につい

て適用する場合を含む｡)に掲げる額をい

う。

(6) 入所利用者負担額 法第24条の２第２項

第２号（法第24条の24第３項の規定によ

り、同条第１項に規定する障害児入所給付

費等の支給について適用する場合を含む｡)

に掲げる額及び障害児入所医療（法第24条

の20第１項に規定する障害児入所医療をい

う。以下同じ｡)につき健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法の例により算定し

た費用の額から当該障害児入所医療につき

支給された障害児入所医療費の額を控除し

て得た額の合計額をいう。

(7)～(10) （略）

(11) 法定代理受領 法第24条の３第８項（法

第24条の７第２項において準用する場合及

び法第24条の24第３項の規定により同条第

１項に規定する障害児入所給付費等の支給

について適用する場合を含む｡)の規定によ

り入所給付決定保護者に代わり都道府県

（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第１項の指定都市（第46条第３項に

おいて「指定都市」という｡)及び法第59条

の４第１項の児童相談所設置市を含む。以

下同じ｡)を含む。以下同じ｡)が支払う指定

入所支援に要した費用の額又は法第24条の

20第３項（法第24条の24第３項の規定によ

り、同条第１項に規定する障害児入所給付



費等の支給について適用する場合を含む｡)

の規定により入所給付決定保護者に代わり

都道府県が支払う指定入所医療に要した費

用の額の一部を指定障害児入所施設等が受

けることをいう。

（従業者の員数）

第３条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

ただし、40人以下の障害児を入所させる指定

福祉型障害児入所施設にあっては第４号の栄

養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉

型障害児入所施設にあっては第５号の調理員

を置かないことができる。

(1) （略）

(2) 看護職員（保健師、助産師、看護師又は

准看護師をいう｡) ア又はイに掲げる指定

福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める数

ア （略）

イ 主として肢体不自由（法第６条の２の

２第３項に規定する肢体不自由をいう。

以下同じ｡)のある児童を入所させる指定

福祉型障害児入所施設 １以上

(3)～(6) （略）

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、主として

自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所

施設である場合には医師を、指定福祉型障害

児入所施設において、心理指導を行う必要が

あると認められる障害児５人以上に心理指導

を行う場合には心理指導担当職員を、職業指

導を行う場合には職業指導員を置かなければ

ならない。

３ 前項に規定する心理指導担当職員は、学校

教育法（昭和22年法律第26号）の規定による

大学（短期大学を除く｡)若しくは大学院にお

いて、心理学を専修する学科、研究科若しく

費等の支給について適用する場合を含む｡)

の規定により入所給付決定保護者に代わり

都道府県が支払う指定入所医療に要した費

用の額の一部を指定障害児入所施設等が受

けることをいう。

（従業者の員数）

第３条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

ただし、40人以下の障害児を入所させる指定

福祉型障害児入所施設にあっては第４号の栄

養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉

型障害児入所施設にあっては第５号の調理員

を置かないことができる。

(1) （略）

(2) 看護職員（保健師、助産師、看護師又は

准看護師をいう｡) ア又はイに掲げる指定

福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める数

ア （略）

イ 主として肢体不自由（法第６条の２の

２第２項に規定する肢体不自由をいう。

以下同じ｡)のある児童を入所させる指定

福祉型障害児入所施設 １以上

(3)～(6) （略）

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、主として

自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所

施設である場合には医師を、指定福祉型障害

児入所施設において、心理支援を行う必要が

あると認められる障害児５人以上に心理支援

を行う場合には心理担当職員を、職業指導を

行う場合には職業指導員を置かなければなら

ない。

３ 前項に規定する心理担当職員は、学校教育

法（昭和22年法律第26号）の規定による大学

（短期大学を除く｡)若しくは大学院におい

て、心理学を専修する学科、研究科若しくは



はこれに相当する課程を修めて卒業した者で

あって、個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者でなければならない。

４ （略）

（設備）

第４条 （略）

２ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施

設は、前項に規定する設備のほか、当該指定

福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各

号に定める設備を設けなければならない。

(1) （略）

(2) 主として盲児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導

に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴

室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機

能の不自由を助ける設備

(3) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉

型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業

指導に必要な設備及び映像に関する設備

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所さ

せる指定福祉型障害児入所施設 訓練室、

屋外訓練場並びに浴室及び便所の手すり等

身体の機能の不自由を助ける設備

３～５ （略）

（指定入所支援の取扱方針）

第19条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給

付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適

性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画

（以下「入所支援計画」という｡)に基づき、

障害児の心身の状況等に応じて、その者の支

援を適切に行うとともに、指定入所支援の提

供が漫然かつ画一的なものとならないよう配

慮しなければならない。

これに相当する課程を修めて卒業した者であ

って、個人及び集団心理療法の技術を有する

もの又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者でなければならない。

４ （略）

（設備）

第４条 （略）

２ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施

設は、前項に規定する設備のほか、当該指定

福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各

号に定める設備を設けなければならない。

(1) （略）

(2) 主として盲児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導

に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴

室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機

能の不自由を助ける設備

(3) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉

型障害児入所施設 遊戯室、支援室、職業

指導に必要な設備及び映像に関する設備

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所さ

せる指定福祉型障害児入所施設 支援室、

屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等

身体の機能の不自由を助ける設備

３～５ （略）

（指定入所支援の取扱方針）

第19条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給

付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適

性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画

（以下「入所支援計画」という｡)及び障害児

（15歳以上の障害児に限る｡)が障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第123号）第５条第１項に

規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉

サービス」という｡)その他のサービスを利用

しつつ自立した日常生活又は社会生活を営む



２・３ （略）

（入所支援計画の作成等）

第20条 （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画

の作成に当たっては、適切な方法により、障

害児について、その有する能力、その置かれ

ている環境及び日常生活全般の状況等の評価

を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希

望する生活並びに課題等の把握（以下この条

において「アセスメント」という｡)を行い、

障害児の発達を支援する上での適切な支援内

容の検討をしなければならない。

３・４ （略）

５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画

の作成に当たっては、障害児に対する指定入

所支援の提供に当たる担当者等を招集して行

う会議（テレビ電話装置その他の情報通信機

ことができるよう、自立した日常生活又は社

会生活への移行について支援する上で必要な

事項を定めた計画（以下「移行支援計画」と

いう｡)に基づき、障害児の心身の状況等に応

じて、その者の支援を適切に行うとともに、

指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なもの

とならないよう配慮しなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児がで

きる限り良好な家庭的環境において指定入所

支援を受けることができるよう努めなければ

ならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自

立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、障害児及び入所給付決定保護者の

意思をできる限り尊重するための配慮をしな

ければならない。

４・５ （略）

（入所支援計画の作成等）

第20条 （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画

の作成に当たっては、適切な方法により、障

害児について、その有する能力、その置かれ

ている環境及び日常生活全般の状況等の評価

を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希

望する生活並びに課題等の把握（以下「アセ

スメント」という｡)を行うとともに、障害児

の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が

尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れ、心身ともに健やかに育成されるよう障害

児の発達を支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。

３・４ （略）

５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画

の作成に当たっては、障害児の意見が尊重さ

れ、その最善の利益が優先して考慮される体

制を確保した上で、障害児に対する指定入所



器（以下「テレビ電話装置等」という｡)を活

用して行うことができるものとする｡)を開催

し、入所支援計画の原案について意見を求め

るものとする。

６～10 （略）

支援の提供に当たる担当者等を招集して行う

会議（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という｡)を活用

して行うことができるものとする｡)を開催

し、入所支援計画の原案について意見を求め

るものとする。

６～10 （略）

（移行支援計画の作成等）

第20条の２ 指定福祉型障害児入所施設の管理

者は、児童発達支援管理責任者に移行支援計

画の作成に関する業務を担当させるものとす

る。

２ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画

の作成に当たっては、適切な方法により、障

害児について、アセスメントを行い、障害児

が障害福祉サービスその他のサービスを利用

しつつ自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、自立した日常生活又は社

会生活への移行について支援する上で必要な

支援内容の検討をしなければならない。

３ 児童発達支援管理責任者は、アセスメント

及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が

障害福祉サービスその他のサービスを利用し

つつ自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、自立した日常生活又は社会

生活への移行について支援する上で必要な取

組、当該支援を提供する上での留意事項その

他必要な事項を記載した移行支援計画の原案

を作成しなければならない。

４ 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画

の作成後、移行支援計画の実施状況の把握

（障害児についての継続的なアセスメントを

含む｡)を行うとともに、障害児について解決

すべき課題を把握し、少なくとも６月に１回

以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に

応じて移行支援計画の変更を行うものとす



（児童発達支援管理責任者の責務）

第21条 児童発達支援管理責任者は、前条に規

定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。

(1)・(2) （略）

（検討等）

第22条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

について、その心身の状況等に照らし、法第

21条の５の３第１項に規定する指定通所支

援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第29条第１項に規定する指定障害福祉サ

ービスその他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを利用することにより、当該障害児が

居宅において日常生活を営むことができるよ

う定期的に検討するとともに、居宅において

日常生活を営むことができると認められる障

害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児

の希望等を勘案し、必要な援助を行わなけれ

ばならない。

（指導、訓練等）

第24条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と

る。

５ 前条第３項及び第５項から第７項までの規

定は、第２項に規定する移行支援計画の作成

について準用する。

６ 前条第３項、第５項から第７項まで及び第

９項並びに第２項及び第３項の規定は、第４

項に規定する移行支援計画の変更について準

用する。

（児童発達支援管理責任者の責務）

第21条 児童発達支援管理責任者は、前２条に

規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う

ものとする。

(1)・(2) （略）

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに

当たっては、障害児が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、障害児及

び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊

重するよう努めなければならない。

（検討等）

第22条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

について、その心身の状況等に照らし、法第

21条の５の３第１項に規定する指定通所支

援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第29条第１項に規定す

る指定障害福祉サービスその他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスを利用することによ

り、当該障害児が居宅において日常生活を営

むことができるよう定期的に検討するととも

に、居宅において日常生活を営むことができ

ると認められる障害児に対し、入所給付決定

保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な

援助を行わなければならない。

（支援）

第24条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と



日常生活の充実に資するよう、適切な技術を

もって指導、訓練等を行わなければならな

い。

２ （略）

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適

性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生

活を営むことができるよう、より適切に指

導、訓練等を行わなければならない。

４ 指定福祉型障害児入所施設は、常時１人以

上の従業者を指導、訓練等に従事させなけれ

ばならない。

５ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対

して、当該障害児に係る入所給付決定保護者

の負担により、当該指定福祉型障害児入所施

設の従業者以外の者による指導、訓練等を受

けさせてはならない。

（協力医療機関等）

第38条 （略）

２ （略）

（利益供与等の禁止）

日常生活の充実に資するよう、適切な技術を

もって支援を行わなければならない。

２ （略）

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適

性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生

活を営むことができるよう、より適切に支援

を行わなければならない。

４ 指定福祉型障害児入所施設は、常時１人以

上の従業者を支援に従事させなければならな

い。

５ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対

して、当該障害児に係る入所給付決定保護者

の負担により、当該指定福祉型障害児入所施

設の従業者以外の者による支援を受けさせて

はならない。

（協力医療機関等）

第38条 （略）

２ （略）

３ 指定福祉型障害児入所施設は、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規

定する第２種協定指定医療機関（次項におい

て単に「第２種協定指定医療機関」という｡)

との間で、新興感染症（同条第７項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症又は同条第９項に規定

する新感染症をいう。次項において同じ｡)の

発生時等の対応を取り決めるように努めなけ

ればならない。

４ 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機

関が第２種協定指定医療機関である場合にお

いては、当該第２種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について協

議を行わなければならない。

（利益供与等の禁止）



第45条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第５条第18項に規定する一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項

において「障害児相談支援事業者等」とい

う｡)、障害福祉サービスを行う者等又はその

従業者に対し、障害児又はその家族に対して

当該指定福祉型障害児入所施設を紹介するこ

との対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。

２ （略）

（記録の整備）

第50条 （略）

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対

する指定入所支援の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提

供した日から５年間保存しなければならな

い。

(1) 入所支援計画

(2)～(6) （略）

（従業者の員数）

第51条 指定医療型障害児入所施設に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1)・(2) （略）

(3) 心理指導を担当する職員 １以上（主と

して重症心身障害児（法第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。次号におい

て同じ｡)を入所させる指定医療型障害児入

所施設に限る｡)。

(4)・(5) （略）

２～４ （略）

（設備）

第52条 指定医療型障害児入所施設の設備は、

次のとおりとする。

(1) （略）

第45条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第５条第19項に規定する一般相談支援事

業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項

において「障害児相談支援事業者等」とい

う｡)、障害福祉サービスを行う者等又はその

従業者に対し、障害児又はその家族に対して

当該指定福祉型障害児入所施設を紹介するこ

との対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。

２ （略）

（記録の整備）

第50条 （略）

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対

する指定入所支援の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提

供した日から５年間保存しなければならな

い。

(1) 入所支援計画及び移行支援計画

(2)～(6) （略）

（従業者の員数）

第51条 指定医療型障害児入所施設に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1)・(2) （略）

(3) 心理支援を担当する職員 １以上（主と

して重症心身障害児（法第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。次号におい

て同じ｡)を入所させる指定医療型障害児入

所施設に限る｡)。

(4)・(5) （略）

２～４ （略）

（設備）

第52条 指定医療型障害児入所施設の設備は、

次のとおりとする。

(1) （略）



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中指定通所支援の事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する規則（以下「指定通所支援基準規則」という｡)第48条第１項の改正及び第３条中指

定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する規則第45条第１項の改正は、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第104号）附則第１条

第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に指定を受けている第１条の規定による改正前の指定通所支援基準規則（次項に

おいて「旧指定通所支援基準規則」という｡)第５条第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童

発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に

ついては、第１条の規定による改正後の指定通所支援基準規則（以下「新指定通所支援基準規則」とい

う｡)第５条及び第10条の規定にかかわらず、令和９年３月31日までの間、なお従前の例によることができ

る。

３ この規則の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準規則第５条第４項に規定する主として難

聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指

定児童発達支援事業所については、新指定通所支援基準規則第９条の規定にかかわらず、当分の間、なお

従前の例によることができる。

４ 新指定通所支援基準規則第25条の２（新指定通所支援基準規則第53条の５、第57条、第76条、第76条の

(2) 訓練室及び浴室を有すること。

２ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施

設にあっては、前項各号に掲げる設備のほ

か、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けな

ければならない。ただし、第２号の義肢装具

を製作する設備にあっては、他に適当な設備

がある場合は、これを置かないことができ

る。

(1) （略）

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所さ

せる指定医療型障害児入所施設 屋外訓練

場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導

するのに必要な設備、義肢装具を製作する

設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の

機能の不自由を助ける設備

３～５ （略）

(2) 支援室及び浴室を有すること。

２ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施

設にあっては、前項各号に掲げる設備のほ

か、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けな

ければならない。ただし、第２号の義肢装具

を製作する設備にあっては、他に適当な設備

がある場合は、これを置かないことができ

る。

(1) （略）

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所さ

せる指定医療型障害児入所施設 屋外遊戯

場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援

するのに必要な設備、義肢装具を製作する

設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の

機能の不自由を助ける設備

３～５ （略）



２、第79条及び第79条の９において準用する場合を含む｡)の規定の適用については、令和７年３月31日ま

での間、新指定通所支援基準規則第25条の２中「公表しなければ」とあるのは、「公表するよう努めなけ

れば」とする。

５ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号。以下「一部改正法」という｡)附則第11条の

規定により一部改正法第２条の規定による改正後の児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「新児童福祉

法」という｡)第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについて

は、第２条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する規則（以下「新設備運営基

準規則」という｡)第76条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

６ 一部改正法附則第11条の規定により新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置してい

るものとみなされているものについては、新設備運営基準規則第77条の規定にかかわらず、令和９年３月

31日までの間、なお従前の例によることができる。

７ この規則の施行の際現に設置している第２条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する規則（次項において「旧設備運営基準規則」という｡)第76条第１号に規定する主として重症心身

障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第２号に規定する主として難聴児を通わせる福祉

型児童発達支援センターについては、新設備運営基準規則第76条の規定にかかわらず、当分の間、なお従

前の例によることができる。

８ この規則の施行の際現に設置している旧設備運営基準規則第76条第１号に規定する主として重症心身障

害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第２号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型

児童発達支援センターについては、新設備運営基準規則第77条の規定にかかわらず、令和９年３月31日ま

での間、なお従前の例によることができる。


